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○

最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
当
該
最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か

ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
二
年
金
融
庁
告
示
第
百
三
十
号
）
（
第
十
二
条
第
一
号
関
係
）

改

正

案

現

行

（
出
資
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

（
出
資
等
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
）

第
四
十
三
条

第
二
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
銀
行
法
施

第
四
十
三
条

第
二
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
銀
行
法
施

行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
号
）
第
四
条
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る

行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
号
）
第
四
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る

出
資
（
貸
借
対
照
表
の
有
価
証
券
勘
定
に
株
式
又
は
出
資
（
外
国
法
人
の
発
行

出
資
（
貸
借
対
照
表
の
有
価
証
券
勘
定
に
株
式
又
は
出
資
（
外
国
法
人
の
発
行

す
る
証
券
又
は
証
書
に
表
示
さ
れ
る
権
利
で
株
式
又
は
出
資
の
性
質
を
有
す
る

す
る
証
券
又
は
証
書
に
表
示
さ
れ
る
権
利
で
株
式
又
は
出
資
の
性
質
を
有
す
る

も
の
を
含
む
。
）
と
し
て
計
上
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。

も
の
を
含
む
。
）
と
し
て
計
上
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
百

）
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
百

パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。


